
  

あなたと町の情報ネットワーク ● ２０１８年３月２９日  ４４１号 

Gatu  

31 

 

編集と発行  ● 鶴田町企画観光課  ℡22-2111 内線 261 

Gatu  

31 

 

水分を含んだ生ごみは、水気を切って捨てましょう 

納め忘れはありませんか？  
◎町・県民税   ◎固定資産税   
◎軽自動車税   ◎国民健康保険税  

鶴
田
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
バ
ナ
ー
広
告
を
募
集 

し
ま
す 

《
総
務
課
》 

●
掲
載
箇
所 

 

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
の
下
段 

 
h
t
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p
:
/
/
w
w
w
.
t
o
w
n
.
t
s
u
r
u
t
a
.
l
g
.
j
p
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●
ア
ク
セ
ス
数 

月
平
均
約
七
千
五
百
件
（
毎
月
の
ア
ク
セ
ス
数
を
保
証
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
） 

●
掲
載
期
間 

 

広
告
の
掲
載
は
一
カ
月
単
位
で
す
。
ま
た
、
最
長
六
カ
月
の
継
続
掲
載
が
で
き
ま
す
。 

●
掲
載
料 

①
広
告
主
が
町
内
に
本
社
、
支
店
、
店
舗
、
事
務
所
等
を
有
す
る
場
合 

 

一
枠
あ
た
り
月
額
二
千
円
。
連
続
し
た
六
カ
月
の
申
し
込
み
の
場
合
は
一
万
円 

②
広
告
主
が
町
外
に
本
社
、
支
店
、
店
舗
、
事
務
所
等
を
有
す
る
場
合 

 

一
枠
あ
た
り
月
額
三
千
円
。
連
続
し
た
六
カ
月
の
申
し
込
み
の
場
合
は
一
万
五
千
円 

●
バ
ナ
ー
の
規
格 

▽
サ
イ
ズ 

縦
六
十
ピ
ク
セ
ル×

横
百
二
十
ピ
ク
セ
ル 

▽
形 

式 

Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ
、
Ｐ
Ｎ
Ｇ
、
Ｇ
Ｉ
Ｆ
（
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
不
可
） 

▽
容 

量 

十
キ
ロ
バ
イ
ト
以
下 

●
申
込
期
限 

 

掲
載
開
始
月
の
前
月
十
五
日
ま
で
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
掲
載
を
希
望
す
る
方

は
、
必
ず
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
バ
ナ
ー
広
告
の
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

 
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
o
w
n
.
t
s
u
r
u
t
a
.
l
g
.
j
p
/
i
n
f
o
/
h
p
k
o
u
k
o
k
u
.
h
t
m
l
 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

 

総
務
課 

財
務
班
（
内
線
２
７
６
） 

 

 



ア
ー
ス
デ
イ
２
０
１
８ 

鶴
田
を
開
催
し
ま
す 

 

《
ア
ー
ス
デ
イ
鶴
田 

実
行
委
員
会
》 

ア
ー
ス
デ
イ
と
は
、
地
球
を
環
境

破
壊
や
汚
染
か
ら
守
る
た
め
に
行

動
す
る
日
と
し
て
、
一
九
七
〇
年
に

ア
メ
リ
カ
で
始
ま
り
ま
し
た
。 

ア
ー
ス
デ
イ
鶴
田
実
行
委
員
会

で
は
、
子
ど
も
た
ち
と
リ
サ
イ
ク
ル

の
勉
強
や
身
の
回
り
の
不
要
品
を

再
利
用
し
て
ゲ
ー
ム
や
工
作
を
し

ま
す
。
ア
ン
ナ
先
生
、
イ
ェ
ッ
シ
ー

先
生
と
一
緒
に
、
楽
し
く
お
勉
強
し

ま
せ
ん
か
。
小
学
生
の
皆
さ
ん
の
参

加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

●
開
催
日
時 

四
月
二
十
一
日
（
土
） 

午
前
八
時
～
十
時
頃 

※
午
前
七
時
五
十
分
ま
で
に
集
合

し
て
く
だ
さ
い
。 

●
会
場 

国
際
交
流
会
館
ホ
ー
ル 

※
開
会
式
は
町
民
プ
ラ
ザ
（
役
場
庁

舎
前
広
場
）
で
行
い
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

企
画
観
光
課 

ま
ち
づ
く
り
班 

（
内
線
２
６
３
） 

四
月
二
十
日
（
金
）
ま
で
に
電
話

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

 三
〇
・
一
〇
運
動

を
推
進
し
ま
す 

 

《
町
民
生
活
課
》 

「
三
〇
・
一
〇
（
さ
ん
ま
る
・
い

ち
ま
る
運
動
）
」
と
は
、
宴
会
が
始

ま
っ
た
最
初
の
三
十
分
と
最
後
の

十
分
は
自
分
の
席
に
つ
い
て
料
理

を
楽
し
み
、
食
べ
残
し
を
減
ら
そ
う

と
い
う
運
動
で
す
。
食
べ
物
を
無
駄

な
く
消
費
し
、
食
品
ロ
ス
を
減
ら
す

よ
う
に
、
「
も
っ
た
い
な
い
」
の
精

神
を
心
が
け
、
楽
し
く
美
味
し
く
宴

会
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

 

町
民
生
活
課 

く
ら
し
の
窓
口
班 

（
内
線
１
５
１
） 

 

花
だ
ん
コ
ン
ク
ー
ル

に
参
加
し
ま
せ
ん
か
！ 

 
 

《
教
育
委
員
会
》 

花
と
緑
が
満
ち
あ
ふ
れ
る
心
豊

か
な
う
る
お
い
の
あ
る
町
づ
く
り

を
推
進
す
る
た
め
、
「
平
成
三
十
年

度
鶴
田
町
花
だ
ん
コ
ン
ク
ー
ル
（
団

体
部
門
）
」
の
参
加
を
募
集
し
て
い

ま
す
。 

●
実
施
方
法 

 

町
内
の
各
種
団
体
が
管
理
し
て

い
る
花
だ
ん
お
よ
び
庭
先
や
道

路
沿
い
に
プ
ラ
ン
タ
ー
等
を
利

用
し
た
も
の
な
ど
を
対
象
と
し
、

花
だ
ん
の
面
積
に
応
じ
た
花
苗

を
支
給
し
ま
す
。 

●
対
象 

▽
公
的
団
体
…
学
校
、
保
育
園
等 

▽
私
的
団
体
…
会
社
、
町
内
会
、
婦

人
会
、
子
ど
も
会
、

老
人
ク
ラ
ブ
等 

●
参
加
資
格 

町
内
に
居
住
す
る
各
種
団
体 

●
申
請
方
法 

 

教
育
委
員
会
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。
締
切
は
四
月
十
三
日

（
金
）
で
す
。
（
新
規
に
参
加
す

る
団
体
は
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書

は
教
育
委
員
会
に
あ
り
ま
す
） 

●
審
査
と
表
彰 

七
月
と
九
月
の
二
度
審
査
会
を

行
い
、
最
優
秀
賞
・
優
秀
賞
・
努

力
賞
を
決
定
し
ま
す
。 

●
そ
の
他 

四
月
下
旬
に
参
加
団
体
へ
の
説

明
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
苗
の

支
給
は
五
月
上
旬
を
予
定
し
て

い
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先 

 

教
育
委
員
会 

社
会
教
育
班 

（
内
線
２
１
２
） 

 

鶴
田
町
子
育
て

セ
ン
タ
ー
か
ら

の
お
知
ら
せ 

 

《
鶴
田
町
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
》 

保
育
体
験 

 

妊
婦
・
親
子
保
育
体
験
を
次
の
と

お
り
実
施
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

●
妊
婦
・
乳
児
（
０
歳
児
）
親
子
保

育
体
験
（
離
乳
食
体
験
を
含
む
） 

・
日
時 

 

四
月
十
七
日
（
火
）
、
五
月
十
五

日
（
火
）、
六
月
十
九
日
（
火
） 

 

午
前
九
時
三
十
分
～
十
一
時 

●
幼
児
（
一
歳
児
～
五
歳
児
）
親
子

保
育
体
験
（
給
食
体
験
あ
り
） 

・
日
時 

毎
日
（
休
日
を
除
く
） 

 

午
前
九
時
三
十
分 

～
十
一
時
三
十
分 

※
要
予
約
。
給
食
希
望
の
方
は
、
十

日
前
ま
で
に
予
約
を
し
て
く
だ

さ
い
。
キ
ャ
ン
セ
ル
の
場
合
は
、

前
日
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

親
子
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
タ
イ
ム 

 

０
歳
の
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
入
学
前

の
子
ま
で
、
ど
な
た
で
も
参
加
で
き

ま
す
。
予
約
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

・
日
時 

 

四
月
四
日
（
水
）、
五
月
九
日
（
水
）、

六
月
六
日
（
水
） 

 

午
前
十
時
～
十
一
時
三
十
分 

・
場
所 

 

鶴
遊
館
（
栄
養
指
導
室
） 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

 

鶴
田
町
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー 

 

☎
２
２
―
３
７
６
５ 

               

洪水情報の緊急速報メール配信 

国が管理する岩木川・平川で、氾濫の危険が高ま

った時、緊急速報メールが自動で発信されます。メ

ールを着信したら、雨の降り方や岩木川・平川の水

位を「川の防災情報」で確認しましょう。 
 

国土交通省青森河川国道事務所  

☎０１７－７３４－４５６０  



農
振
除
外
の
申
請

を
受
付
し
ま
す 

 
《
産
業
課
》 

 

町
で
は
、
「
農
業
振
興
地
域
の
整

備
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、
農

業
振
興
地
域
内
に
『
農
用
地
区
域
』

を
設
定
し
、
こ
の
区
域
を
農
業
上
の

用
途
に
供
す
る
土
地
と
し
て
定
め

て
い
ま
す
。 

 

農
用
地
区
域
内
の
土
地
を
農
用

地
以
外
の
用
途
（
住
宅
の
建
築
な
ど
）

に
利
用
す
る
場
合
、
事
前
に
『
農
振

除
外
（
農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
）
』

の
申
請
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
申
請
の
受
け
付
け
は
年
二

回
を
予
定
し
て
い
て
、
受
け
付
け
の

翌
月
か
ら
各
関
係
機
関
と
の
調

整
・
協
議
や
公
告
・
縦
覧
な
ど
の
手

続
き
を
経
て
、
認
可
さ
れ
る
ま
で
約

六
カ
月
を
要
し
ま
す
。
（
国
、
県
等

の
事
業
に
よ
り
、
除
外
で
き
な
い
場

合
も
ご
ざ
い
ま
す
） 

●
事
前
相
談 

 

計
画
の
あ
る
方
は
事
前
に
四
月

十
六
日
（
月
）
ま
で
に
産
業
課
農

地
班
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

●
申
請
受
付
期
間 

 

四
月
二
日
（
月
）
～
二
十
七
日
（
金
） 

 

●
問
い
合
わ
せ
先 

 

産
業
課 

農
地
班
（
内
線
２
９
４
） 

 

緑
の
募
金
運
動

が
始
ま
り
ま
す 

 

《
鶴
田
町
緑
化
推
進
委
員
会
》 

 

緑
の
羽
根
は
ふ
る
さ
と
を
愛
す

る
シ
ン
ボ
ル
で
す
。
豊
か
な
自
然
が

も
っ
と
広
が
る
こ
と
を
思
い
、
鶴
田

町
緑
化
推
進
委
員
会
で
は
「
緑
の
募

金
運
動
」
を
実
施
し
ま
す
。
緑
あ
ふ

れ
る
ふ
る
さ
と
を
つ
く
っ
て
ゆ
く

た
め
に
、
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。 

●
募
金
期
間 

四
月
一
日
（
日
）
～ 

五
月
三
十
一
日
（
木
） 

●
募
金
箱
設
置
場
所 

産
業
課
窓
口
、
町
民
生
活
課
窓
口

ほ
か
町
内
各
施
設
等 

●
問
い
合
わ
せ
先 

鶴
田
町
緑
化
推
進
委
員
会
事
務
局 

産
業
課 

農
業
振
興
班
内 

（
内
線
２
９
３
） 

  

 

 

鶴の舞橋桜まつりの出店について 
 

平成 30年 4月２８日（土）・２９日（日）の２日間、富士見湖パークで「鶴の舞橋桜まつり」を開催いた

します。出店を希望する方は次のとおり申し込みをしてください。 

●申込受付日時 

 平成３０年４月１８日（水） 午前９時から午後２時まで 

●申込要件 

 鶴田町に住所を有する個人（２０歳以上）または団体 

●出店区域および地割面積等 

 ・富士見湖パーク内指定区域（売店付近とやすらぎの駐車帯） 

 ・１２平方メートル以内（１区画 ４ｍ×３ｍ） 

●持参していただくもの 

 ①申請者の住所が確認できるもの（免許証、保険証、住民票など） 

 ②飲食の出店をする場合は、臨時飲食店許可が必要です。事前に保健所から交付を受けてください 

 ③露店等の開設届出書の写し（消防署の受付印が入ったもの） 

 ④印鑑 ⑤使用料：日額 １２００円 ⑥水道料：日額  ２２０円（水道を使用する場合） 

●その他注意事項 

 ①受付時間内にお申し込みください。区割りの都合上、受付場所での直接の申請でなければ受け付けできま

せんので、あらかじめご了承ください 

②代理人が申請する場合は、本人からの委任状と印鑑が必要です 

 ③出店時間は午前９時から午後５時までです 

 ④富士見湖パークの電気は使用できませんので、電気を使用する方は発電機をご用意してください 

 ⑤２日間通しで出店する場合と１日のみの出店では指定場所が若干異なります 

 ⑥遵守事項を守らない出店者は次年より使用を許可しないこともありますのでご留意ください 

●問い合わせ・申込先 

 企画観光課 観光班 （内線２６４・２６５） 

 

◇桜の移植について◇ 
 富士見湖パーク駐車場整備のため、旧野球場外野フェンス付近の桜を丹頂鶴自然公園と保養センターの間の

敷地に移植しますので、お知らせします。また、今後も富士見湖パーク周辺の整備事業等に伴い、その他の桜

についても移植や間引き等が必要になってくると思われますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

●問い合わせ先 

 企画観光課 観光班 （内線２６４・２６５） 

 

 



              

健康保険課 健康長寿班 

                       連絡先 (内線 131,132,133,136) 

平成 30年度集団健診のお知らせ 

４月末から５月初旬まで、各地区の保健協力員が「集団健診申込書」を持って、健診受診 

対象者のいるご家庭を訪問します。ぜひ、近隣の皆さんで声をかけ合って健診を受けましょう。 

申込書と一緒に各種健診（検診）の詳しい内容が書かれたチラシも配布しますので、必ず 

ご確認ください。 

※がん検診の変更点について 

☆前立腺がん検診･･･厚生労働省の方針に基づき、町の集団健診における前立腺がん検診は 

実施しないことになりました。 

          ただし、オプションとして、集団健診受診時に健診センターに申し込む 

ことで、希望者のみ全額自己負担で受診することができます。 

     対  象：50歳以上の男性 

        検 診 料：2,160 円 

        申込方法：集団健診当日に受付にて受診希望の有無を確認します。希望者は会場内で 

直接健診センターに申し込みしてください。 

☆胃がん検診・大腸がん検診 

        ･･･厚生労働省の方針に基づき、町の集団健診では 30～39歳の胃がん検診 

及び大腸がん検診を実施しないことになりました。 

よって、対象年齢は変更になります。 

対  象：40 歳以上全員  （検診料などは変更なし） 

 

「傾聴サロン」 で 

ほっこり、すっきりしませんか 

悩みがあるとき、気持ちが沈んでいるとき、誰か

に話を聴いてもらいたいときなどありませんか？ 

鶴田町傾聴ボランティア養成講座修了生による

「つるりんの会」が、あなたのお話をじっくりと聴

きます。お話した内容の秘密は厳守します。安心し

てお越しください。 

★日時：4月 2日（月）、16日（月） 

  午後 1 時～3 時  

★場所：鶴遊館 栄養指導室 

 

からだ すっきり! さっぱり! 

健康運動教室のお知らせ 

★開催日：4月 2日(月)、5日(木)、9日(月)、 

12日(木)、16日(月)、23日(月)、 

27日(金) 

★場 所：鶴遊館 

★時 間：午前 10時～11時 

＊申し込み不要です。 

＊運動できる服装でおいでください。 

お茶、お水、タオルなどをお持ちください。 

 

 

 

4月 2日は世界自閉症啓発デー、4月 2日～8日は発達障害啓発週間です 

自閉症は、脳の発達の仕方の違いから「他の人の気持ちや感情を理解すること」「言葉を適切に使う

こと」「新しいことを学習すること」などが苦手であり、一般的な「常識」と思われることを身につけ

ることも苦手です。このため、真面目に取り組んでいても、誤解されることがあります。 

私たちは、それぞれに異なる感性と個性を持っており、それを認め合い、互いに支えながら暮らして

います。自閉症の人たちの行動や態度の意味を周囲が理解し、愛情を持って支援することで自閉症の人

たちも社会の中で生き生きと暮らすことができます。 

平成 30年 町の保健だより 


